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様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

 

１　附属機関の会議の名称 　水戸市国民健康保険運営協議会 

 

 

２　開催日時　令和６年 12 月 19 日（木）14 時 00 分から 15 時 00 分まで 

 

 

３　開催場所　水戸市役所本庁舎４階　中会議室１～３ 

 

 

４　出席した者の氏名 

（１）委　　員  黒木勇，澤則子，大場政義，潮田裕子，小田倉康家，今井章人， 

中庭由美子，寺門祐一，佐藤洋 

（２）執行機関　小川佐栄子，関根豊，小野克也，宮地洋平，大野愛，澤内友美 

 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

報告事項 

（１）令和７年度国保事業費納付金（仮算定）の概要について（公開） 

（２）令和６年度の実施状況について（公開） 

　協議事項 

令和７年度水戸市国民健康保険税について 

（１）令和７年度の必要保険税額について（公開） 

（２）令和７年度の保険税率について（案）（公開） 

 

 

６ 非公開の理由 

 

 

７ 傍聴人の数（公開した場合に限る。） ０人 

 

 

８ 会議資料の名称 

令和６年第３回水戸市国民健康保険運営協議会 
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９ 発言の内容 

 

執行機関　定刻でございますので，ただいまから令和６年第３回水戸市国民健康保険運営協議会　　　 

を開催いたします。 

＿＿委員，＿＿委員，＿＿委員，＿＿委員，＿＿委員から，所要により，欠席との

連絡をいただいておりますので，御報告を申し上げます。 

それでは，次第に従いまして進めさせていただきます。はじめに，会長より御挨拶を

頂戴したいと存じます。よろしくお願いいたします。 

 

会　　長　（挨拶） 

 

執行機関　ありがとうございました。 

それでは，これより議事に入らせていただきます。 

水戸市国民健康保険規則第４条第４項の規定によりまして，会長に議事進行をお願い

したいと思います。それでは，会長よろしくお願いいたします。 

 

会　　長　それでは規則によりまして，会長が議事を進めるということになっておりますので，　　

御協力よろしくお願いします。本日の出席委員は，９名でございまして，過半数に達し

ておりますので，会議は成立していることを報告させていただきます。 

次に，会議録署名人の指名について，私の方から指名させていただいてよろしいでし

ょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

会　　長　異議なしとの声がございましたので，それでは，指名をさせていただきます。 

＿＿委員さんと＿＿委員さんにお願いをしたいと思いますので，よろしくお願いしま

す。 

それでは，早速議事に入らせていただきたいと思います。 

報告事項１　令和７年度国保事業費納付金（仮算定）の概要について，事務局から御

説明を願います。 

 

執行機関　（１　令和７年度国保事業費納付金（仮算定）の概要について説明） 

 

会　　長　ありがとうございました。ただいま事務局から説明いただいたので，これについて，

御意見等がございましたらお願いします。 

 

＿＿委員　ありがとうございました。国保事業費納付金が 760 億円，昨年度と同じく報告があり

ましたけど，昨年度はマイナス７億円で，今回はなぜ 40 億だったのかというところの

質問なんですが，これは先ほどから何回もおっしゃっている後期高齢者の方に移行す

る，2025 年問題と言われている団塊の世代が，すべて 75 歳以上になるという，その影

響とここに主な公費などの増減によりと書いてありますが，どちらが，より影響してい

るんでしょうか。 
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執行機関　質問にお答えさせていただきます。委員の方からも御説明ありましたが，被保険者数

の減に伴いまして，保険給付費の推計結果が減少している形となっております。こちら

が一番上の 13.4 億円でして，推定値との比較の 40億円のうち，13.4 億円の減となり

ます。それ以外につきましては，大きなところを説明させていただきますと，前期高齢

者交付金，こちらは国の方から，県への交付金として入ってくる歳入になっておりまし

て，こちらが増えるというような国の係数が示されたことにより，納付金への影響とし

て，25.7 億円減るというところでございます。 

その次に，大きな要因としましては，後期高齢者支援金ですが，県の方の支出となる

部分でございますが，こちらも同じく国が示します係数によって算出しますと 19.3 億

円減る形となっております。これらの影響により，40 億円の減少に繋がっておりま

す。 

 

会　　長　よろしいでしょうか。ほかにございますか。それではないようですので，御報告を受

けさせていただきます。続きまして，報告事項２　令和６年度の実施状況について，事

務局から御説明を願います。 

 

執行機関　（２　令和６年度の実施状況について説明）　 

 

会　　長　ありがとうございました。ただいま事務局から説明いただいたので，これについて，

御意見等がございましたらお願いします。 

 

＿＿委員　４ページの②の保険給付費の状況について質問です。1人当たりの年間医療費は水戸

市で 34 万 9,585 円ですが，これは県全体で比較すると水戸市の 1人当たり年間医療費

は大体どのぐらいの立ち位置にあるのかなと思いまして，そこをちょっと教えていただ

きたいなと思いました。多いからいいとか少ないからいいという考えではないんですけ

れども，市民の医療費の抑制になっていないのかどうか。水戸市は早期発見，早期受診

に向けて，健診とか受診勧奨，健康教育への取組などを行っていると思うんですが，こ

の 34万円の考えについて，教えてください。 

 

執行機関　質問にお答えさせていただきます。４ページ真ん中の保険給付費の状況にあります年

間医療費につきまして，水戸市のものを記載させていただいております。水戸市の 1人

当たりの年間医療費としましては，県内ですと，中盤から低いところに位置している状

況でございます。もう少し広げた茨城県全体としましては，全国で見ましても，一人当

たりの医療費は，国保の中で少ない状況となっております。要因につきましては，様々

な個人の方の事由等ありますが，水戸市としましても，保健事業に力を入れて，医療費

適正化等に取り組んでいる状況ですので，今後につきましても，引き続き，取り組んで

まいりたいと考えております。 

 

＿＿委員　水戸市のこの年間 34 万円というのが，県内の他市町村と比べて，どうなのかなとい

う疑問があったので質問しました。水戸市としても，人口が約 28 万人の中で，国保に

入っているのが４万 9,000 人ぐらい。そこで 1人当たりに均すと約 34 万円というとこ

ろで，健康を図っていかなきゃならないということで，この金額が多いか少ないかは，

先ほども言いましたように，良いか悪いかは別なんですが，今後も市民の健康のために
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頑張っていただきたいなと思いました。 

 

会　　長　ほかに，委員さんからございますでしょうか。 

 

＿＿委員　勉強不足で，あまりにも報告が早くて，まだ理解が追いついていないので，大変申し

訳ございませんが，４ページ（1）①のところです。令和６年度の収納率の見込み，

92.10％と御提示されています。下に補足として，令和５年度と同じように計算で，こ

れを出しているわけですよね。令和５年度の環境と，それから今年度，６年度の環境と

大幅に変わっているという意識はありますでしょうか。やっぱり数値だけではなくっ

て，状況を鑑みながら提示しないと，ここが元になりますので，ちょっとずれ込むのか

なっていう，ちょっと素人ながらの疑問がありましたが，いかがでしょうか。 

 

執行機関　収納状況の数値を見させていただいておりますと，昨年と同じような推移となってお

り，収納率も順調に推移している状況でございます。ただ，世の中の動きとしまして

は，物価高でしたり，市民生活への影響等がある状況だと思います。実際の収納対策を

行っている部署が収税課になっておりまして，今回，出席していない状況ですので，年

間を通した収納率をお示しできるのが，夏の８月の運営協議会になります。ここで収納

状況，実際の収納対策の状況等も踏まえて，あわせて御報告させていただければと考え

ております。 

 

＿＿委員　この 58％から 92％と，５年度もそうですが，収税課の方が本当に頑張ってらっしゃ

るなっていうことです。これはやっぱり市民に広く告知しなければいけないなというの

が考えです。ありがとうございました。 

 

会　　長　皆様からほかにございますでしょうか。今の収納率について，ちょっと私の方からも

意見を言わせていただきます。92.10％ということでありますけれども，＿＿委員が非

常に評価してくださっていまして，収税課が実際には収納してくださっているんですけ

ども，やっぱり一般財源を入れているからには，納められる人に対して，しっかり納め

ていただけるような，収税課との連携が国保年金課に必要だと思います。どうしても納

められない方は，いらっしゃると思いますけど，収められるのに国保税だけは納めてい

ただけないっていう状況が，もしあるのであれば，よく連携をとっていただいて，市民

の方にも御説明をよろしくお願いします。 

 

会　　長　ほかに御質問等はございませんでしょうか。ないようですので，報告事項について終

わります。続きまして，協議事項に移ります。「協議事項１　令和７年度水戸市国民健

康保険税について」，事務局から説明願います。 

 

執行機関　それでは，「協議事項１ 令和７年度水戸市国民健康保険税について」 説明いたしま

す。資料の ５ページ をお願いいたします。１令和７年度水戸市国民健康保険税につい

てです。令和７年度以降の保険税率について，改めて検討する必要がありましたので，

令和６年８月 22 日の運営協議会において「令和７年度水戸市国民健康保険税につい

て」諮問させていただいたところであります。（１）令和７年度の必要保険税額につい

てです。令和７年度の納付金仮算定結果などを基に算定した収支見込により，令和７年
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度の事業運営に必要な保険税額を算出しております。まず，項目を上から見ていきます

と，歳出として，①国保事業費納付金，R７年度の仮算定額となります。②がその他の

事業費で，納付金の算定に算入されない経費，保健事業費や出産育児一時金等となりま

す。①と②を足したものが歳出の事業に要する経費Ａとなりまして，約 71 億 2,800 万

円となります。次に③から⑥までが歳入の部分となりまして，県交付金，保険基盤安定

繰入，その他の一般会計繰入，その他収入となり，合計がＢの現年分保険税以外の歳入

合計 12 億 3,400 万円となります。さらに，ＡからＢを差し引いたものが，Ｃの事業運

営に必要な保険税額となり，約 58 億 9,400 万円。これに対し，現行税率により見込ま

れる現年分の保険税収入見込額がＤとなり，約 52億 8,400 万円。このＤの保険税収入

見込額からＣの事業運営に必要な保険税額を差し引いたＥが収入差額となりまして，Ｅ

の収入差額（Ｄ－Ｃ）を御覧いただきますと，令和７年度については，現年分の保険税

収入見込額として，６億 1,000 万円 の保険税収入不足が見込まれる状況となっており

ます。 

　続きまして，資料の６ページをお願いいたします。「（２） 令和７年度の保険税率

について（案）」でございます。先ほど，資料の５ページにおきまして，令和７年度

の国保事業費納付金等を基にした，必要保険税額と収支の見込についてお話をさせて

いただきましたが，その中で，令和７年度においては，約６億 1,000 万円の保険税の

収入不足が見込まれる状況であると説明させていただきました。しかしながら，この

不足分については，国保会計における繰越金を活用することで，収入不足の解消と，

収支均衡を図ることが可能となりますので，被保険者の負担増に繋がらないよう十分

な配慮をしながら，令和７年度においては，適正な国保の事業運営が可能となる見込

みでございます。このため，令和７年度においては，繰越金の活用による被保険者の

負担軽減を図りながら，現行の保険税率を据え置くこととさせていただきたいと思い

ます。また，令和８年度以降の保険税率につきましては，現在の繰越金に限りがあり

ますので，適切な保険税率の設定となりますよう，令和７年度の決算状況や国保事業

費納付金等を踏まえまして，改めて検討させていただきたいと思います。なお，繰越

金の状況につきましては，中段の参考に記載しております。令和５年度末に 15 億円あ

りましたが，令和６年度末の見込としましては，11 億円となっております。令和７年

度においては，６億円不足する見込でありますので，令和７年度末としましては，５

億円と見込んでおります。 

加えまして，国の制度ではありますが，「少子化対策に受益を有する全世代・全経済

主体が，子育て世帯を支える新しい分かち合い・連帯の仕組み」として，医療保険の保

険料（税）とあわせて拠出する子ども・子育て支援金制度が令和８年度に創設されま

す。このことから，新たに保険税率の設定が必要となります。 

子ども・子育て支援金制度についての説明となりますが，別紙を御覧ください。こち

らは，こども家庭庁の資料の抜粋となります。「子ども・子育て支援金制度の創設」で

す。資料上段ですが，こども未来戦略の「加速化プラン」における少子化対策の強化と

して，すべての方々が子育て世帯を支える新しい仕組みとして，医療保険の保険料とあ

わせて納付いただく，子ども・子育て支援金制度が令和８年度に創設となります。①に

ありますように，出産・子育て応援給付金や児童手当の拡充などの子ども・子育て支援

納付金の対象費用に充てるため，令和８年度から毎年度，医療保険者から支援納付金を

徴収することとなります。こちらの支援納付金については，右の図の算定方法にありま

すように，国民健康保険だけではなく，すべての医療保険者から毎年度徴収することと
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なります。また，図の下の①に「医療保険者は，医療保険制度上の給付に係る保険料や

介護保険料とあわせて，子ども・子育て支援金を徴収する。」とありますように，現在

の保険料とは別に，新たな税率の設定が必要となります。さらに，②にありますよう

に，低所得者の軽減や国の財政支援があり，国民健康保険においては，18 歳以下の子

ども・子育て支援金の均等割額全額を軽減措置するとされております。裏面に返してい

ただきまして，子ども・子育て支援金に関する試算となっております。こちらは，医療

保険者加入者一人当たり平均月額となっております。国民健康保険は下から２番目とな

っております。令和８年度の見込としましては，月額 250 円となっておりまして，年額

で 3,000 円となります。こちらは，現段階での試算となり，平均的な金額になりますの

で，その点は御留意願います。令和９年度，令和 10年度につきましては，段階的に上

がっていき，令和９年度が月額 300 円，令和 10年度が月額 400 円となっております。 

６ページに戻っていただきまして，下段の表「令和７年度・令和８年度の保険税」

に，今後の保険税について図にまとめております。令和７年度におきましては，繰越金

の活用による被保険者の負担軽減を図りながら，現行の保険税率を据え置くこととした

いと考えております。令和８年度におきましては，繰越金の減少等もありますので，医

療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分について，改めて，来年度，保険税率の検討

を行う必要があります。また，国の制度により，国が決めております子ども・子育て支

援金制度の創設がありますので，水戸市においても新たな保険税率の設定が必要となり

ます。こちらにつきましては，令和９年度，令和 10年度と段階的な引上げが予定され

ております。こちらにお示しいたしました（案）につきまして，御協議いただければと

考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

協議事項についての説明は以上でございます。 

 

会　　長　ただいまの事務局の説明に対しまして，御質問，御意見等がございましたらお願いい

たします。 

 

＿＿委員　昨今の物価高，いろいろなものが値上がりをしており，市民の生活は大変でございま

す。そういうことを踏まえて，７年度の据え置き，税率の据え置きとする事務局の案

に，私は賛成いたします。よろしくお願いします。 

 

会　　長　ほかにありますでしょうか。 

 

＿＿委員　着座で失礼いたします。細かい数字はちょっとよくわからなくて，流れに乗れなかっ

たんですけれども。この協議事項が，令和７年度は税収に対して厳しい状況なので，繰

越金を充てて，次の令和８年度に関しては，税率の方をもう１回検討しようってことで

よろしいですよね。 

 

会　　長　協議事項は，令和７年度の税率をどうしていこうか，繰越金をどうしていこうかとい

う協議になりますので，先ほど事務局から説明ありましたが，７年度は繰越金を６億円

使いまして，今回は税率を据え置きという形の協議になります。８年度以降は参考とし

て，国の方で，子ども・子育て支援のスキームというのが想定されますので，８年度以

降にこういうのが出てきますよっていう説明がちょっと付け加えられています。 
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＿＿委員　シンプルに言って，繰越金を使うのはもう大賛成なんですけど，次の令和８年度は，

税率をちゃんと上げて，それで圧迫しない，そういう試算にしてほしいです。賛成で

す。異論がないので，問題ないと思います。 

 

会　　長　ほかにありますでしょうか。 

 

＿＿委員　私も着座にて，お話したいと思います。私もこの繰越金というところを見させていた

だいて，令和７年度末の見込で５億円，今回と同じような形だと枯渇する形なので，そ

の時にまた，税率を引き上げてという議論になってくるのかなとちょっと懸念はしてい

るんですけれども。市民の方から言わせれば，やはり値上げとか上がるということに，

敏感になっていると思いますので，極力，上げないでも済むような形で，収支を考えな

くてはいけないと思っています。世の中の流れで，もう日本の人口っていうのは，どん

どん減少していて，子どもさんも少ない時代で，やはりお年寄りの方を支える若い人を

どう街に住んでいただくかというまちづくり，若い人たちを取り込むというような政策

が大事かと思います。子育てしやすい，若い人が住みやすい，お年寄りの方を支えてい

ただく若い人たちの元気のあるまちづくりというのが，やはり国保だけで考えるのでは

なくて，市全体で考えるべきなんじゃないかな，すでに考えていただいているかと思う

んですけれども。それぞれ議会の先生方からもいろんなお知恵をいただいて，やはり国

保の財源が安定的に回せるような，市民の確保といいますか，人口の確保といいます

か，住みよい水戸市っていうのを，魅力的なまちづくりというのを，市全体で考えてい

けば，この国保の財源というところも，少しずつ，改善していくのではないかなという

ことで，ちょっと大きい話になりましたけども。中長期的に考えていただきながら，財

源についても，考えていただければというふうに思っております。基本的に，この協議

事項の収支の数字は，私も賛成させていただきます。よろしくお願いします。以上で

す。 

 

会　　長　ほかにありますでしょうか。 

 

＿＿委員　着座にて失礼いたします。私も水戸市民でございますので，据え置き案に対しては，

賛成でございます。ただ，令和７年度据え置きにしたときに，ちょっと，国保の財政の

方が心配というんでしょうか。令和８年度は厳しいことになるかなと思いました。令和

７年度末の繰越金の残高が５億円。水戸市の事業規模が 58億とすれば，これは潤沢で

はなく，厳しいと思いますので，それをまた戻すには，令和８年度は税率を上げなくて

はならないと思います。さらに子ども・子育て支援金は，これは否応なしにプラスにな

りますので，令和８年度の上げ幅は，大きくなるんじゃないかなというところを心配し

ております。事務局のお考えはどうでしょうか。 

 

会　　長　令和７年度末は，５億円という繰越金の見込みですけれども，令和８年度は，説明あ

った子ども子育て支援金が入ってきた時，今の時点での考え方をお願いします。 

 

執行機関　御意見ありがとうございました。７年度につきましては，現段階での試算としまし

て，６億円，現行の保険税率で不足している状況でございますので，最初に，税率につ

きましては，値上げという考えが，選択肢としてあったところでした。しかしながら，
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繰越金が，現段階としまして，11 億円という見込みがございましたので，やはり市

民・被保険者の負担増を考えまして，７年度は，値上げをせず，被保険者の負担軽減を

図りながら，据え置いたというところでございます。８年度につきましては，現段階の

繰越金の見込みとしましては，５億円というところで，厳しい状況になっております。

こちらに加えて，８年度に，子ども・子育て支援金分というのは，国の方でやっていく

ということで，すでに法律化しておりまして，現行の保険税率は別に，値上がりといい

ますか，新規として，項目が出てくる状況でございます。７年度の執行状況，決算状況

ですが，収納対策でしたり，補助金等の財源の確保を図りまして，７年度末の繰越金を

できるだけ増やして，収支状況をよりよくしまして，８年度の税率検討に，臨めればと

いうところで，現段階としましては，考えている状況であります。 

 

会　　長　ありがとうございました。令和７年度の繰越を頑張っていくということですね。頑張

ってください。 

 

＿＿委員　この繰越金について質問です。６ページに，令和５年度末，令和６年度末とあります

が，この繰越金にもうちょっと説明していただきたいなと。また，昨年の 12月の協議

会でも，６億円足らないということで，繰越金を充当するというお話しでした。今回

11 億の繰越金があって，足りない部分は，ここから６億足りないので，ここを使うと

５億残るんですが，それは令和７年度末見込み５億と書いてあります。そうすると，令

和５年度の 15億が 11 億になった感じは，なんていうんでしょうか。15 億の決算余剰

金から６億引くと残り９億あると思うんですが，それは一体，どこにプールしちゃうの

かなと。一体，幾らお金が国保にプールしてあるのかなと思ったんですが。 

 

会　　長　それでは，令和５年度，６年度の繰越金について，説明をお願いします。 

 

執行機関　繰越金について，御説明させていただきます。４ページの③の令和６年度国民健康保

険会計決算見込に，歳入歳出を載せさせていただいているところです。歳入の６番，繰

越金というところですが，こちらの決算見込というところに，約 15億 2,600 万円と書

かせていただいております。こちらは令和５年度の決算で確定した繰越金の額となって

おります。左側の６億円というのは，予算時に，保険税の不足分として見込んでいた額

となっております。令和６年度の決算見込みとしましては，先ほどの右下にある 11億

円というところになっておりまして，こちらが，６ページの６年度末の決算見込の 11

億円というところになっております。こちらから５ページの６億円足らないという見込

みを差し引きさせていただきますと，５億円となるところでございます。実際，見込み

ということで書かせていただいておりますが，決算の中で，歳出の方で不用額というの

が出てきて，使わなかった費用が発生しますし，歳入の方で，国保税が決算見込みの時

点から決算に向けて，収納率が上がっていき，税収がよくなるということ，国県の交付

金の方で，得点を重ねて，予定より増えていくというような状況もございますので，そ

ういうことを加味しますと，決算時において繰越金が見込より増えるということがある

状況でございます。 

 

＿＿委員　お話を聞くと５ページに歳入のところで，県交付金，一般会計の繰入でおおむね３

億，合わせて６億で，こちらの部分を増やす努力というのはどのようになさったのかな
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と，そこを聞かせてください。 

 

執行機関　３番につきましては，県の交付金ですので，国・県による補助のメニューが決められ

ておりますので，そちらの方に，もれがないよう，内容に合致するよう，しっかりと交

付申請しております。さらに，国保の事業に取り組むうえで，より交付金が獲得できる

よう，事業運営をしているところでございます。５番の一般会計の繰入金につきまし

て，こちらは事務費等の繰り入れになっておりますので，こちら実額に合わせて入って

くる形になります。職員の人件費や事務にかかる経費といったものが，ここに計上して

あります。 

 

＿＿委員　安定的な国保の運営のために努力してくださっていることはわかりましたが，やはり

市民の負担軽減を考えますと，令和７年度の保険税率を据え置くということで，令和８

年度は，なかなか厳しい状況ということでして，私としては，市民のこの厳しい状況を

考えると，どうしても値上げするということは，今後においても反対という立場です。 

 

会　　長　ほかにありますでしょうか。 

 

＿＿委員　６ページですね。来年度，税率据え置きはわかるんですけど，元の収入があって，そ

の収入に対して，医療費に税を使っているんですよね。それは個人に通知されるわけ

でしょ。そうすると，今年は据え置きでいいですけど，検討とか値上げが出た場合

に，一覧表が出て，各収入ごとにその税率が前年度の税率が出て，それを何％上げる

かっていうことをここでやるんですか。検討，据え置きは構わないんだけど，検討，

値上げというときはどのようにやるのかなと。 

 

執行機関　７年度につきましては，保険税率を据え置くという形にさせていただいておりますの

で，資料がこのような形になっております。税率を上げる検討していく場合は，上げる

税率というものをモデルケース等にてお示させていただきまして，これだけ足りないの

で，これだけ上げるということを丁寧に御説明させていただきます。モデルケースとし

て，所得や家族構成で，幾らぐらい値上がりしますという形をお示ししながら，この協

議会で検討させていただければと，来年度は考えております。 

 

＿＿委員　かなり難しいですよね。低所得者の場合は少なくして，上の方の場合は多くしてと，

トータルでこのぐらいの数字にするとういう論法なんでしょ。医療分はわかるんです

けど，後期高齢者とか，介護保険についてもここでやるんですか。 

 

執行機関　６ページ，右下に書かせていただいている４つございますが，医療分と後期分，介護

分につきましては，現在，すでに国保税として納付していただいているものでございま

す。こちらの税率については，医療分と合わせて検討させていただくというところでご

ざいます。子ども・子育て支援金分というのは，国の方から，令和８年度から創設しま

すということでなっていますので，こちらは新しく税率を設定させていただきます。 

 

＿＿委員　そうすると来年度，令和８年度の税率は，７年度に検討するんでしょうけども，子ど

も・子育て支援金については，パーセンテージなんかは，一応，国や県の方から数値
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は示されるのでしょうか。いきなりゼロからやっていかないとわけではないでしょう

から。 

 

執行機関　こちらにつきましては，県の方から納付金という形で金額が示されますので，その金

額に見合う税率としまして，水戸市の方で税率を検討する必要があります。 

 

＿＿委員　これは，突然終わりということはないから，ずっとこれから続いていく形になってい

くわけでしょ。４本立てみたいになっていくんですね。大体の内容がわかりました。

わからないで今回参加しているので，質問させていただき，ありがとうございまし

た。 

 

会　　長　ありがとうございます。この協議会は，非常に重要な協議会でおりまして，この協議

会で決定した部分で，次年度の国保税率が，決まっていくということでありますので，

今後ともよろしくお願いします。 

 

＿＿委員　私なんかは年金生活者なもんですから，それでも上がらない方がいいなと思います

が，児童手当，孫がいますので，すごい恩恵を受けているんです。やはり子どもを育て

ていく上で，若い人たちはとても苦労してるいかと思いますので，こういう制度，これ

から８年度ですか，増えてくるかと思うんですが，少しでもそれはちょっと，私たち

は，やっていかなくちゃいけないのかなとは思います。それと，水戸はなかなか難しい

かと思いますが，子育てをするための移住ということで，子育てがしやすいところに結

構，移住してらっしゃる方がいらっしゃるかと思うんですが，そういうことを思いなが

ら，もっと水戸市も子育てをするのに生活しやすい場にしていただければと思っており

ます。 

 

会　　長　若い人たちに水戸市に住んでいただくところに選んでいただくということで，高橋市

長は，第７次総合計画の中で子育て支援っていう部分に，非常に力入れておりまして，

今回 12 月の定例会，一昨日終了したんですが，小中学校の給食費完全無償化ですと

か，あと公立の小中学校の体育館の空調設備を設置していこうという計画を今作ってお

りまして，３年で全中学校空調設備を整備するということも進めております。様々の子

育て施策を進めていまして，議会の方でも，＿＿委員さんが多々おっしゃられておりま

す。子育て支援，また移住ですね，水戸市に移住していただく支援っていうのもあり，

高速のインターチェンジから距離を決めて，そこに企業立地をしていただけるような制

度も作ったりしておりまして，そういう部分が市の執行部，高橋市長の執行部と議会と

で，今，一生懸命，知恵を出し合いながら，予算付けを行っておりまして，また皆さん

からたくさん，私達も御意見いただいておりますので，その部分はしっかり力を入れ

て，進めていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

会　　長　ほかにございませんでしょうか。皆さん一通り御意見いただいたところなんですが，

皆さんの御意見等を踏まえながら，令和７年度の保険税率の案につきまして，委員の皆

様にお諮りしたいと思いますがよろしいでしょうか。 
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― 異議なし ― 

 

会　　長　異議なしの声がありましたので，お諮りいたします。令和７年度の保険税率について　　　　

は，事務局案のとおりとすることでよろしいでしょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

会　　長　ありがとうございました。お陰様で，おおむね当協議会としての意見がまとまりまし　　　　

たので，市長に提出する答申書案につきましては，本日，委員の皆様からいただいた御

意見等を踏まえながら，作成を進めてまいりますが，答申書の形態等につきましては，

私と澤会長職務代理者に一任いただきたいと考えておりますが，御承認をいただけます

でしょうか。 

 

― 異議なし ― 

 

会　　長　ありがとうございます。それでは，そのように進めさせていただきまして，次回の運

営協議会において，皆様に答申書案を御確認をいただきたいと思いますので，よろしく

お願いいたします。 

 

執行機関　その他として，次回の運営協議会の開催についてお知らせいたします。次回の令和７

年第１回運営協議会は，令和７年１月 23日（木）14：00 からの開催を予定しておりま

す。また，第２回運営協議会は２月 13日（木）14：00 からの開催を予定しておりま

す。開催通知につきましては後日，改めて事務局よりお送りいたします。次回の開催

日程については以上でございます。 

 

会　　長　委員の皆様，または事務局でほかに何かございますか。 

 

会　　長　それでは，本日予定しておりました議題は，すべて終了いたしましたので，進行を事

務局にお返ししたいと思います。円滑な議事進行に御協力をいただき，ありがとうござ

いました。 

 

執行機関　本日は，慎重な御審議をいただきありがとうございました。以上をもちまして，令和

６年第３回水戸市国民健康保険運営協議会を終了といたします。皆様，本日は大変あ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 


